
医療費控除を受けるための書類の作成方法  【令和４（2022）年分確定申告の場合は、2022 年１月１日～12月 31 日領収分に限る】 

 

 

 

○健保（共済）組合で発行される「医療費通知」を用意 

・郵送やウェブページよりダ

ウンロードする組合もあり

ますので詳しくは各組合へ

お尋ねください。 

・e-Tax でマイナポータルと

連動させると、医療費通知

の内容を自動反映できます

（２月中旬以降～） 

トヨタ関連部品健康保険組合ウェブサイトより 

 

医療費通知に書かれていないようなものは 

領収書を用意し、ご自身（申告者）で集計する 

 

○医療機関から受け取った領収書（自己負担

部分）を集計 

（例）○○太郞 Ａ病院 年間１万円 

   ○○花子 Ａ病院 年間３万円 

 

※美容など医師等による診察等でない費用は対象

外、生保会社の保険給付があった場合は差引 

判断に迷う場合は、刈谷税務署の確定申告相談電話（0566-

21-6211→自動音声後「０番（1～3月のみ）」）へお尋ねください。 

領収書の提出は不要ですが、確定申告期限後５年間保存！ 

（おむつ代や白内障などのめがね購入費は医師の証明や処方箋が必要で 

あるほか、公共交通機関など領収書がないものは合計を計算して記載） 

例えば、2021 年 12 月 25 日領収印のものや、2021 年に罹患し保険金を受け取った病気の 
医療費控除を受ける場合は、2021 年分確定申告で申告をしなければなりません。 
還付申告は最大 5年間さかのぼって申告できます！ ！ 

夫婦で生計が一緒の場
合、夫婦分を夫（または
妻）の申告で医療費控除
が可能 

○ドラッグストアで購入した医薬品（医師の指示で

購入した治療や療養に必要な医薬品の対価） 

 

※医療費控除の特例（セルフメディケー 

ション税制）と通常の医療費控除は 

同時に適用されません。申告時に申告 

者が選択！ 

！ 

知立市○○町△△１番地            ○○ 太郞 

令和４ 

450,000    135,000     ０ 

○○ 太郞  Ａ病院                10.000 

○○ 花子  Ａ病院                30.000 

○○ 太郞  Ｂ歯科クリニック           40,000    40，000 

○○ 太郞  ▲●■ドラッグ             5,000    

85,000   40,000 

 

 

 

 

220,000      40,000 

例えば、Ｃ保険会社より保険金を５万円受け取っ

たとしても、実際に自分が払ったのは４万円であ

れば、補てん金額は４万円となる。よって、他の医

療費に充てることはしない。 

220,000 

40,000 

180,000 

1,100,000 

55,000 

55,000 

125,000 

確定申告書にある「所得
金額」を元に控除できる
額を算出 

例えば、年金収入 220 万
円（65 歳超）の場合は、
所得金額は110万円とな
り、医療費 10 万円超えな
くても医療費控除可能 

所得金額（Ｄ以下）は
人によって異なるので
記載方法を読んでご自
身で計算を！ 

ここにある金額はあくまで一例ですのでご自身の
ものにあてはめて計算してください。 

エクセルなどを使ってご自
身で明細書と同じようなも
のを作成していれば提出可
（個人・医療機関別の明細
などの項目が必要） 

セルフメディケーションにつ

いては国税庁ホームページや

税務署の相談電話窓口へ 

転記 

e-Tax の場合は、作成方法により提出方法など異なりますので、 

画面に出てきた方法で対応してください。 ！ 

Step1 書類を用意！ Step2 明細書を作成！ 

※市県民税申告の場合は、所得税の様式を市県民税のものとみなします 


